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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成２７年５月２２日（平成２７年（行個）諮問第９９号） 

答申日：平成２８年６月２０日（平成２８年度（行個）答申第４５号） 

事件名：本人に関する「再度の苦情申立てについて（上申）」等の一部開示決定

に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙１に掲げる保有個人情報（以下「本件請求保有個人情報」という。）

の開示請求に対し，別紙２に掲げる文書２及び文書３に記録された保有個

人情報（以下「本件対象保有個人情報」という。）を特定し，その一部を不

開示とした決定については，異議申立人が開示すべきとする部分を不開示

としたことは妥当であり，諮問庁が別紙２に掲げる文書４を対象として改

めて開示決定等をすべきとしていることは妥当である。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）

１２条１項の規定に基づく本件開示請求に対し，平成２６年１２月１７日

付け防人服第１８５９７号により防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問

庁」ともいう。）が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）につい

て，不開示とした部分の一部の取消し及び更なる保有個人情報の開示を求

めるものである。 

２ 異議申立ての理由 

（１）異議申立書 

 ア 原処分で不開示とした部分の開示を求める。 

① 文書２の「適性検査の結果」の開示を求める。 

原処分は，「人事管理に関する情報であり，これを開示することに

より，人事管理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る」としているが，これを開示した場合に，具体的にどのようなお

それが生じるのか明示されていない。 

これを開示しなければ，正当な人事管理を実施しているのか確

認，検証することができないのであるから，これを開示しないこと

に正当な理由はない。 

よって，原処分で法１４条７号ニを適用したことは，法１４条の

開示義務を不当に回避したものであり，違法不当である。 
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② 文書３の「答申内容の全て」の開示を求める。 

原処分は，「今後の同種の調査を行う際に関係者からの協力が得ら

れなくなるなど，今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある」としているが，答申内容を開示しても，誰が書いたものであ

るかを特定することはできないのであるから，今後の同種の調査を

行う際に関係者からの協力が得られなくなるとはいえない。 

また，これを開示しなければ，苦情申立てに対する調査等が正当

なものであったのか確認，検証することができないのであるから，

これを開示しないことに正当な理由はない。 

よって，原処分で法１４条７号を適用したことは，法１４条の開

示義務を不当に回避したものであり，違法不当である。 

イ 正当な行政文書の開示を求める。 

本件開示請求に対し「開示された答申書に対する諮問の行政文書」

（以下「本件文書①」という。），「特定部隊Ｘが発簡した苦情処理通知

書」（以下「本件文書②」という。）及び「防衛大臣への報告の全ての

行政文書」（以下「本件文書③」という。）を開示しなかった原処分は

不当である。これらを開示しない正当な理由はない。 

     よって，これらの行政文書を開示せよ。 

（２）意見書 

異議申立人から，平成２７年６月３０日付け（同年７月２日収受）で意

見書が当審査会宛て提出された（諮問庁の閲覧に供することは適当でない

旨の意見が提出されており，その内容は記載しない。）。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 経緯 

本件開示請求は，本件請求保有個人情報の開示を求めるものであり，これ

に該当する保有個人情報が記録されている行政文書として，別紙２に掲げる

文書１ないし文書３を特定した。開示決定等に当たっては，法２０条を適用

し，開示決定等期限を延長した上で，平成２６年１１月１７日付け防人服第

１６７０１号により文書１に記録された保有個人情報について開示決定を行

い，同年１２月１７日付け防人服第１８５９７号により文書２及び文書３に

記録された保有個人情報について一部開示決定（原処分）を行った。本件異

議申立ては，原処分に対してされたものである。 

２ 法１４条該当性について 

原処分において不開示とした部分及び不開示とした理由は，別紙３のとお

りである。 

 ３ 異議申立人の主張について 

 （１）異議申立人は，原処分において不開示とした部分のうち，文書２の不

開示部分について，「これを開示しなければ，正当な人事管理を実施して
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いるのか確認，検証することができない」として，不開示としたことは

違法不当であると主張するが，これを開示した場合，今後の適性検査に

おいて，正確な結果を得ることができなくなるおそれがあることから不

開示としたものであり，違法でも不当でもない。 

（２）また，異議申立人は，文書３の１２枚目ないし２５枚目の答申内容に

ついて，「答申内容を開示しても，誰が書いたものであるかを特定するこ

とはできないのであるから，今後の同種の調査を行う際に関係者からの

協力が得られなくなるとはいえない。」として，不開示としたことは違法

不当であると主張するが，当該部分を不開示とした理由は，これらを開

示した場合，今後の同種の調査において，答申者が自ら答申した内容が

開示されることにより，答申者が誰であるか識別され，その結果自らに

不当な働きかけ等がされることを危惧して率直な答申をちゅうちょし又

は答申すること自体を拒否するなど，関係者からの協力が得られなくな

るおそれがあることから，答申者が特定される，されないにかかわらず

不開示としたものであり，違法でも不当でもない。 

（３）その他，異議申立人は，「本件開示請求に対し「開示された答申書に対

する諮問の行政文書」（本件文書①），「特定部隊Ｘが発簡した苦情処理通

知書」（本件文書②），「防衛大臣への報告の全ての行政文書」（本件文書

③）を開示しなかった原処分は不当である。」と主張し，これらの行政文

書の開示を求める。開示決定等に当たっては，本件異議申立てを受け，

改めて開示請求に該当する行政文書の探索を行ったところ，本件文書②

に当たる文書４の保有を確認したことから，これを本件開示請求に該当

する行政文書として特定し，追加の開示決定等を行うこととする。 

   しかしながら，本件文書③については，本件開示請求があった時点に

おいては，特定年月日Ａ付けの異議申立人による再度の苦情申立て（以

下「本件苦情申立て」という。）に関し，防衛大臣への報告は行っていな

いため，これに係る行政文書は保有していない。 

（４）なお，本件文書①については，これが何を指すのか不明であるが，仮

に原処分において開示決定した答申書が，諮問に対してされたものであ

ると異議申立人が考え，当該諮問に係る行政文書の開示を求めていると

するならば，当該答申書は，規律違反の調査のために関係者から任意に

徴したものであって，諮問に対してされたものでなく，異議申立人の主

張は同人の誤った認識に基づくものであり全く当たらない。 

（５）よって，再度の探索によって保有が確認された文書４については，追

加の開示決定等を行うこととするが，それ以外の異議申立人の主張は理

由がないことから，原処分を維持することが適当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行っ
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た。 

① 平成２７年５月２２日     諮問の受理 

② 同日             諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年６月１０日        審議 

④ 同年７月２日         異議申立人から意見書を収受 

⑤ 平成２８年６月１６日     本件対象保有個人情報の見分及び審

議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報等について 

本件開示請求に対し，処分庁は，本件対象保有個人情報を特定し，その

一部を不開示とする原処分を行ったところ，異議申立人は，本件対象保有

個人情報のうち原処分で不開示とされた部分の一部（以下「本件不開示部

分」という。）の開示及び本件文書①ないし本件文書③に記録された保有個

人情報の開示を求める。 

これに対して諮問庁は，本件文書②に記録された保有個人情報について

は，別紙２に掲げる文書４に記録された保有個人情報を特定の上，改めて

開示決定等を行うべきであるが，その他については原処分を維持すること

が適当であるとしているので，以下，本件対象保有個人情報の見分結果を

踏まえ，本件不開示部分の不開示情報該当性並びに本件文書①及び本件文

書③に記録された保有個人情報の保有の有無について検討する。 

 ２ 本件不開示部分の不開示情報該当性について 

本件不開示部分は，文書２に記録された異議申立人に対する適性検査の

結果（以下「本件不開示部分１」という。）及び文書３に記録された答申の

内容（以下「本件不開示部分２」という。）である。  

 （１）本件不開示部分１について 

ア 当審査会において本件不開示部分１を見分したところ，異議申立人

に対する「知能検査」，「クレペリン検査」及び「性格検査」の結果が

記録されていることが認められた。 

イ 諮問庁は，本件不開示部分１は，人事管理に関する情報であり，こ

れを開示することにより，人事管理に係る事務の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあることから，法１４条７号ニに該当するとして不開

示としたと説明する。 

  そこで，適性検査の目的等及び本件不開示部分１を不開示した理由

の詳細について，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたとこ

ろ，次のとおりであった。 

（ア）自衛官に対しては，自衛官の心理適性検査に関する訓令（防衛庁

訓令第３７号）に基づき，その心理的特性を把握するための知能，

性格等に関する適性検査を実施することとされている。 
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（イ）検査結果は，当該自衛官の職種の指定や特技の認定，的確な人事

管理，服務指導等の実施のために利活用しているところであり，こ

れを開示することにより，開示請求者において，どのような回答を

すればどのような結果となるかを推察することが可能となり，その

ことが他者に伝えられることにより，当該他者が適性検査に際して

本来の考えと異なる回答をし，その結果，当該他者の本来の知能，

性格等を把握することが困難になるなど，自衛官の人事管理に係る

事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考える。 

ウ そこで検討すると，本件不開示部分１を開示すると，自衛官の人事

管理等に資するとされている適性検査の適正な実施が阻害され，自衛

官の人事管理に係る事務に関し，公正かつ円滑な人事の確保に支障を

及ぼすおそれがあると認められるから，本件不開示部分１は法１４条

７号ニに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（２）本件不開示部分２について   

ア 当審査会において本件不開示部分２を見分したところ，本件苦情申

立てに係る事案について調査するために設けられた苦情調査委員会に

対して，当該事案に関する事情等を知る関係者（答申者）から提出さ

れた答申書の内容が記載された部分であることが認められた。 

イ 諮問庁は，本件不開示部分２は，開示請求者以外の個人に関する情

報であり，開示請求者以外の特定の個人を識別することができること

から，法１４条２号に該当するとともに，これを開示することによ

り，今後の同種の調査を行う際に関係者からの協力が得られなくなる

など，今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることか

ら，同条７号に該当するとして不開示としたと説明する。 

ウ そこで検討すると，これらの答申書は，諮問庁の上記第３の３

（４）の説明によれば，苦情調査委員会による調査に対する答申者の

任意の協力に基づき作成，提出されたものであるとのことであるか

ら，本件不開示部分２を開示することにより，今後の同種の調査を行

う際に関係者からの協力が得られなくなるなど，今後の調査事務の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるから，本件不開示

部分２は法１４条７号柱書きに該当し，同条２号について判断するま

でもなく，不開示としたことは妥当である。 

３ 本件文書①及び本件文書③に記録された保有個人情報の保有の有無につ

いて 

（１）本件文書①について 

ア 諮問庁は，異議申立人が，原処分で特定した答申書の前提となる諮

問があると考えた上で本件文書①の開示を求めているのであれば，当

該答申書は，規律違反の調査のために関係者である答申者から任意の
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協力を得て徴した結果であり，諮問に対するものではないことから，

本件文書①は保有していない旨説明する。 

イ 念のため，諮問という形式でなくとも，上記アの答申者に任意の協

力を得るに当たり，依頼等を文書により行った事実の有無について，

当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，協力の依頼は

口頭により行ったとのことであった。 

ウ そこで検討すると，上記アのとおり，そもそも異議申立人のいう諮

問は手続上存在しないこと及び答申書作成の前提となる任意の協力依

頼を口頭で行ったことが不自然，不合理であるとまではいえないこと

から，本件文書①を保有していない旨の諮問庁の説明も不自然，不合

理であるとはいえない。 

  したがって，防衛省において本件文書①を保有しているとは認めら

れず，これに記録された保有個人情報を保有しているとも認められな

い。 

（２）本件文書③について 

  ア 諮問庁は，本件開示請求があった時点においては，本件苦情申立て

に関して防衛大臣への報告は行っていなかったため，本件文書③は保

有していないと説明する。 

イ 苦情の処理に関する訓令（以下「訓令」という。）９条６項は，再度

の苦情の処理結果は，順序を経て防衛大臣に報告しなければならない

旨規定しているので，本件苦情申立てに係る報告の経過について，当

審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，防衛大臣への報

告は，平成２６年１０月特定日付けで行ったとのことであった。そこ

で，当該報告に用いられた文書の提出を受け，確認したところ，諮問

庁の説明のとおりの事実が認められた。 

ウ そこで検討すると，本件開示請求は，上記イの特定日に先立つ平成

２６年９月２０日付け（同月２２日収受）でされていることから，本

件開示請求の時点では，上記イの報告を行っておらず，本件文書③は

保有していなかった旨の諮問庁の説明が不自然，不合理とはいえな

い。 

  したがって，本件開示請求の時点で，防衛省において本件文書③を

保有していたとは認められず，これに記録された保有個人情報を保有

していたとも認められない。 

４ 異議申立人のその他の主張について 

異議申立人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

５ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求保有個人情報の開示請求に対し，本件対象保



7 

 

有個人情報を特定し，その一部を法１４条２号並びに７号及びニに該当す

るとして不開示とした決定については，本件不開示部分は同条７号柱書き

及びニに該当すると認められるので，同条２号について判断するまでもな

く，不開示としたことは妥当であり，防衛省において，本件対象保有個人

情報及び文書４に記録された保有個人情報の外に開示請求の対象として特

定すべき保有個人情報を保有しているとは認められないので，諮問庁が文

書４に記録された保有個人情報を対象として改めて開示決定等をすべきと

していることは妥当であると判断した。 

（第４部会） 

委員 鈴木健太，委員 常岡孝好，委員 中曽根玲子 
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別紙１  

 

「私が特定年月日Ａ付で再度の苦情申立てをした後，これについてのやり

とりなどの全ての行政文書（特定部隊Ｘと特定部隊Ｙのやりとり，上官（防

衛大臣等）への報告，苦情処理通知書など）（原議書を含む）」に記録されて

いる保有個人情報  
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別紙２ 

 

 文書１ 苦情調査委員の指定に関する特定部隊Ｙ司令部個別命令（特定文書

番号。特定年月日Ｂ） 

 文書２ 再度の苦情申立てについて（上申）（特定文書番号。特定年月日Ｃ） 

 文書３ 再度の苦情申立に対する処理結果について（通知）（特定文書番号。

特定年月日Ｄ） 

 文書４ 苦情処理通知書（特定年月日Ｅ） 
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別紙３ 

 

 不開示とした部分 不開示とした理由 

文書２ ４枚目及び７枚目の適性

検査の結果 

人事管理に関する情報であり，これを開

示することにより，人事管理に係る事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

ることから，法１４条７号ニに該当する

ため不開示とした。 

文書３ ８枚目，９枚目及び１２

枚目ないし２５枚目の答

申者等の所属，階級及び

氏名並びに答申内容等 

開示請求者以外の個人に関する情報であ

り，これを開示することにより，開示請

求者以外の特定の個人を識別することが

できることから，法１４条２号に該当す

るとともに，これを開示することによ

り，今後の同種の調査を行う際に関係者

からの協力が得られなくなるなど，今後

の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがあることから，同条７号に該当する

ため不開示とした。 

 




